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社会福祉法人 武蔵村山正徳会

特別養護老人ホーム サンシャインホームⅡ

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設利用契約重要事項説明書

１ 施設が提供するサービスについての相談窓口

電 話 ０４２－５３１－３７４１

担 当 生活相談員（介護支援専門員）

＊午前８：３０～午後５：３０まで

＊ご不明な点は、なんでもお尋ねください。

２ サンシャインホームⅡの概要

（１） 施設の名称等

施設の名称 サンシャインホームⅡ

所在地 東京都武蔵村山市伊奈平４丁目１０番地の２

介護保険 地域密着型介護老人福祉施設

指定番号 武蔵村山市 第１３９４９０００２９号

（２） 施設の職員体制

常勤 非常勤 計

施設長※ １ １

事務員※ ３ ０.9 3.9

生活相談員（兼務）※ ２ 2.0

看護職員※ ４ 2.６ 6.6

介護職員 4 1.9 5.9

管理栄養士※ １ 1

機能訓練指導員※ １ 0.2 1.2

介護支援専門員(兼務)※ ２ 0.7 2.7

介助員※ 2 2

調理員※ ４ 2.２ 6.2

医師※ 0.1 0.1

※はサンシャインホームⅡ（ユニット型）と兼務

平成２８年４月１日現在

※非常勤については、常勤換算数
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- 2 -

（３） 施設の設備の概要

定員 １１名 医務室 １室

居室 （個室） １１室 共同生活室 １室

浴室 一般 浴室 地域交流 １室

機械 浴室 スペース

特殊浴槽３台 会議室 ３室

３ サービスの内容

①居室

基本的には、定員１名の個室になります。

各室に洗面所・トイレ付き（４室 ・専用物入れが用意されてい）

ます。

②食事

朝食 ８：００～ 昼食 １２：００～ 夕食 １８：００～

原則、ユニット内の共同生活室にてお召し上がりいただきます。

③入浴

週に２回以上入浴していただけます。

ただし、状態に応じて、介助浴槽又は特別浴槽をご使用いただく

ことがあります。健康上の理由により入浴ができない場合は、必

要に応じ清拭または部分浴となる場合があります。

④介護

施設サービス計画に沿って、排泄・入浴・食事等の介助、体位変

換、シーツ交換、施設内の移動の付添い等を行います。

⑤機能訓練

各階にて集団リハビリテーションやレクリエーション活動を行い

ます。各階・ベットサイド又は１階の訓練室にて運動療法・物理

療法・作業療法等機能訓練を行います。

⑥生活相談

生活相談員に、日常生活に関する相談ができます。

⑦健康管理

年間１回健康診断を行います。また、医務室にて診察や健康相談

サービスを受けることができます。

⑧季節食の提供

季節・行事にあわせた献立を用意しております。

⑨療養食の提供

通常のメニューの他に、配置医等の指示により、一部療養食も対

応しています。また、嗜好上により代替食もお出しします。

⑩レクリエーション

毎日を豊かに過ごしていただく為に行事・クラブ活動等を実施し

介護老人福祉施設重要事項
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ています。詳しくは、各階の予定表をご覧ください。

⑪理美容サービス

施設では毎月、理美容サービスを実施しております。

⑫社会的サービス

、 。選挙権の行使 日用品購入等の社会生活のお手伝いをいたします

⑬行政手続代行サービス

必要に応じて市都民税の申告、年金現況届け等行政手続きの代行

を申し受けます。

⑭預金管理代行サービス

預金の管理、各種支払代行等をします。

４ 料金

①施設利用料（１日につき）

表１※平成２７年４月～

介護保険適用時の１日

１日あたりの利用料金 あたりの自己負担額

要介護度１ ￥６．４１８ ￥６４２

要介護度２ ￥７．０９６ ￥７１０

要介護度３ ￥７．８２５ ￥７８３

要介護度４ ￥８．５０３ ￥８５１

要介護度５ ￥９．１８１ ￥９１９

表２※平成２７年８月～（２割負担導入後）

介護保険適用時の１日

１日あたりの利用料金 あたりの自己負担額

（２割負担額）

（ ． ）要介護度１ ￥６．４１８ ￥６４２ １ ２８４

（ ． ）要介護度２ ￥７．０９６ ￥７１０ １ ４１９

（ ． ）要介護度３ ￥７．８２５ ￥７８３ １ ５６５

（ ． ）要介護度４ ￥８．５０３ ￥８５１ １ ７０１

（ ． ）要介護度５ ￥９．１８１ ￥９１９ １ ８３７

※表１は、平成２７年４月改正に伴う報酬改定による。

※表２は、２割負担導入による。

※平成２７年４月～７月算定分までは表１をもとに、平成２７年

８月からは表２をもとに施設利用料を計算します。

※表１、表２共に基本単位の変更はありません。
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必要に応じて以下の加算が施設利用料に加えられます。

加算の種類 １割負担額 ２割負担額

看護体制加算（Ⅰ） ￥１３ ２５

看護体制加算（Ⅱ） ￥２４ ４８

個別機能訓練加算 ￥１３ ２５

精神科医師配置 ￥６ １１

初期加算 ￥３１ ６２

夜勤職員配置加算 （Ⅰ） ￥１９ ３７

常勤医師配置加算 ￥２６ ５１

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ￥３ ６

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ￥５ ９

￥２０６ ４１１認知症行動・心理症状緊急対応加算

若年性認知症受入加算 ￥１２４ ２４７

障害者生活支援体制加算 ￥２７ ５４

入院外泊時費用 ￥２５３ ５０６

療養食加算 ￥１９ ３７

栄養マネジメント加算 １５ ２９

退所前訪問相談援助加算 ￥４７３ ９４５

退所後訪問相談援助加算 ￥４７３ ９４５

退所時相談援助加算 ￥４１１ ８２２

退所前連携加算 ￥５１４ １,０２７

在宅復帰支援機能加算 ￥１１ ２１

在宅・入所相互利用加算 ￥４１ ８２

経口移行加算 ￥２９ ５８

経口維持加算（Ⅰ） ￥４１１ ８２２

経口維持加算（Ⅱ） ￥１０３ ２０６

口腔衛生管理体制加算 ￥３１ ６２

口腔衛生管理加算 １１３ ２２６

日常生活継続支援加算（Ⅰ） ￥３７ ７４

１４８ ２９６看取り介護加算 死亡日前４～３０日（ ）

６９９ １,３９７看取り介護加算 死亡日前日及び前々日（ ）

看取り介護加算（死亡日当日） １,３１５ ２,６２９

１９ ３７サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

１３ ２５サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

サービス提供体制強化加算 Ⅱ ７ １３（ ）

サービス提供体制強化加算 Ⅲ ７ １３（ ）

算定した単位数の１０００分の５９に相当する単位数介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

算定した単位数の１０００分の３３に相当する単位数介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（Ⅱ）により算定した単位数の１００分の９０に相当する単位数介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（Ⅱ）により算定した単位数の１００分の８０に相当する単位数介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
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※償還払いでのご利用者は、表１の１日あたりの利用料金全額を施

設に支払い、後日保険者より施設利用料の９割が償還されます。

※介護保険適用以外のご利用者は、表１から６の１日あたりの利用

料金及び対象の加算を追加した全額負担です。

②食費

＊１日あたり￥１，３８０です。

＊療養食を必要とする方は、配置医の指示により１日あたり￥２４

が加算となります。

③居住費

＊１日あたり￥２，９７０です。

（居住費については、入院・外泊の期間中においても居室が当該利

用者のために確保されている場合は、自己負担となります ）。

※②・③は低所得の方には、負担額減額申請により施設利用の居住

費・食費が軽減されます。詳細は重要事項説明書別紙をご参照下さ

い。

④日用品費

＊Ａセット：１５０円/日

※自歯・入れ歯のある方向けです。

＊Ｂセット：１５０円/日

※自歯が無い・入れ歯を使用していない方向けです。

＊Ｃセット：１５０円/日

※胃ろうの方むけです。

・いずれかのセットを選択して頂きます

※セット内容は重要事項説明書別紙参照

⑤日常生活支援費

＊内容は以下のとおりで実費徴収となります。

・入所者の嗜好に基づいた日用品、衛生用品の購入に係る費用。

・入所者の嗜好に基づいた飲食物の購入に係る費用。

・個人の希望による外出に係る費用。

・参加者を募っての行事、活動に係る費用。

・理美容サービス費。

・クラブ活動参加費

・個人が持ち込んだ電気製品に係る電気代。

・その他、入所者が嗜好として求めるものであり、施設が準備す

べきではないもの。
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⑥預金管理の代行サービス費

１ヶ月あたり￥３，０００です。

⑦サービスの提供に関する記録等の複写費

１枚あたり￥１０です。

５ 支払方法

施設は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月１０

日までにご利用者または代理人に通知しますので、ご利用者又は代

理人のご指定の口座より、当月の利用請求額を翌月２２日（ご指定

預金口座振替による自の銀行等が、休日等の場合は翌営業日）に、

の方法で施設にお支払いください。施設は、ご利用者か動引落とし

ら料金の支払いを受けたときは、ご利用者に対し領収書を発行しま

す。

６ 入退所の手続き

（１）入所手続き

まずは、お電話等でお申し込みください。居室に空きがあればご入

居いただけます。

入居と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。

＊居宅サービス計画の作成を依頼しているときは、事前に介護支援

専門員等とご相談ください。

要介護１又は２と認定されている方は、事前に特例入所に該当して

いるかを確認のうえ、入所申込み書等に必要事項を記入し、お申し

込みください。審議の結果、特例入所に該当すると判断された場合

は、ご入居いただけます。

（２）退所手続き

①ご利用者又は代理人は、２週間の予告期間をおいて施設に文書で

通知することにより、この契約を解約し、退所することができま

す。

②次の事由に該当したとき、施設は、ご利用者に対して、３０日間

の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約

し退所を求めることができます。

・ご利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく遅延し、

料金を支払うよう催告したにもかかわらず３ヶ月分が滞納となっ

たとき

・ご利用者が病院又は診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院

できる見込がないとき又は入院後３ヶ月経過しても退院できない
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ことが明らかになったとき

・ご利用者が、施設やサービス従業者又は他の入所者に対して、

この契約を継続し難いほどの背信行為を行ったとき

・やむを得ない事情により施設を閉鎖又は縮小するとき

③ご利用者が要介護認定の更新で非該当（自立）又は要支援と認定

されたとき、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。

ただし、退所先が未定で、すべて自費にての支払を希望する方は

除きます。

④ご利用者が要介護認定の更新で要介護１又は２と認定されたと

き、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します （平成２。

７年３月３１日現在において既に入所されている方を除く）ただ

し、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難であ

ると認める場合には、引き続き特例的に入所を継続することが出

来ます （特例入所）。

⑤次の事由に該当したときは、この契約は自動的に終了し退所とな

ります。

・ご利用者が他の介護保険施設に入所したとき

・ご利用者が死亡したとき

７ 施設のサービスの特徴等

（１） 運営の方針

要介護認定を受けられた高齢者及びそのご家族が安心して生活

を営む事がきることを目的とし、施設内で高齢者が明るく・自由

に・楽しく・尊厳を持って生きることを支援します。特に認知症

の方にも支援を惜しみません。

（２） サービス利用のために

事項 有無 備考

男性介護職員の有無 ○ ２名

従業員への研修の実施 ○ 施設内外での研修の実施及び

参加

ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙの作成 ○ 業務ﾏﾆｭｱﾙ･事業計画書等

身体的拘束のルール ○ 厚生労働省のガイドラインを

基準とする
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（３） 施設利用に当たっての留意事項

・面会

面会時間の決まりはありませんが、他のご利用者に迷惑がかから

ないようにお願いします。

・外出、外泊

基本的に自由ですが、食事予定を止めたり、薬の準備等がありま

すので早めにご連絡下さい。また、ご利用者の体調等により中止

をお願いすることもあります。

・飲酒、喫煙

基本的に自由ですが、ご利用者の中に医師等の指示で飲酒ができ

ない方が入居されているときは、制限をします。喫煙は、決めら

れた場所でお願いします。

・設備、器具の利用

ご利用者のための設備等はご自由にお使い下さい。

・金銭、貴重品の管理

ご利用者・代理人からのご希望で管理をします。貴重品等は施設

長の管理となります。

・所持品の持ち込み

施設内には、あまり所持品を管理する場所がありませんので、で

きる限りご家族・代理人等で管理をお願いします。

・施設外での受診

施設でお願いをしている各医療機関には、随時及び定期的に無料

での受診サービスをいたしますが、ご利用者・代理人及びご家族

から指定された医療機関への受診はできませんので、代理人・ご

家族でお願いします。

・宗教活動

他のご利用者へ迷惑がかからなければ自由です。

・ペット

禁止とします。

８ 秘密保持

（１） 施設及び同職員は、サービス提供をする上で知り得たご利用

者・代理人及びその他のご家族に関する秘密を正当な理由なく第三

者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

（２） ご利用者又は代理人は、ご利用者の介護老人福祉施設サービ

ス計画作成のため、及び退所時の居宅介護計画作成のため、他の居

宅介護支援事業者・サービス提供者・サービス担当者会議において

ご利用者・代理人及びその他のご家族の個人的情報を用いることに

同意します。

９ 賠償責任
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（１） 施設は、サービスの提供にともなって、施設の法的根拠のあ

る責めに帰すべき事由によりご利用者の生命・身体・財産に損害を

及ぼしたときは、ご利用者に対してその損害を賠償します。

（２） ご利用者及び代理人は、サービスの利用にともなって、ご利

用者・代理人又はその他のご家族の責めに帰すべき事由により、他

のご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼしたとき、施設の運営

・財産等に損害を及ぼしたとき、同職員の生命・身体・財産に損害

を及ぼしたときは、その損害を賠償します。

１０ 緊急時の対応

施設は、ご利用者の健康状態が急変したとき、その他必要なときは、

あらかじめ届けられた連絡先へ可能な限り速やかに連絡するとともに、

医師への連絡等必要な処置を行います。

11 サービス内容に関する相談・苦情

①介護保険相談・苦情係

担当者 財務統括理事 笹本 文子

運営統括理事 笹本 悦弘

電 話 ０４２－５３１－３７４１

②第三者委員

担当者 板垣 力 板垣税務会計事務所

電 話 ０４２－５７２－０８０３

澤田 直宏 希望法律事務所

電 話 ０４２－５２８－８１３１

③その他

市民総合センター 高齢福祉課 電話０４２－５９０－１２３３

東京都国民健康保険団体連合 電話０３－６２３８－０１７７

12 非常災害対策

・防災時の対応 防災計画による

・防災設備 自動通報システム・スプリンクラー・温度感知器

・煙感知器・屋内消火栓・消火器等設置

・防災訓練 毎月１回以上（訓練内容は消防署へ提出）

・防火責任者 大槻 満

13 協力医療機関
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うしお病院（昭島市武蔵野２丁目７番１２号）

診療科目：内科・外科・整形外科・皮膚科・循環器科

14 法人の概要

名称・法人種別 社会福祉法人 武蔵村山正徳会

代表者役職・氏名 理事長 笹本 文子

本部所在地 東京都武蔵村山市伊奈平４丁目１０番地の２

電話番号 ０４２－５３１－３７４１

定款の目的に定めた事業

第一種社会福祉事業

特別養護老人ホーム サンシャインホームの設置経営

特別養護老人ホーム サンシャインホームⅡの設置運営

（地域密着型）

第二種社会福祉事業

老人デイサービス事業 サンシャインホーム デイサービス

センター

老人デイサービスセンター 緑が丘高齢者在宅サービスセンター

村山団地デイサービスセンター

老人短期入所事業 サンシャインホーム

認知症対応型高齢者 サンシャインホーム

共同生活援助事業

老人居宅介護等事業 サンシャインホームヘルパーステー

ション

障害福祉サービス事業 居宅介護 サンシャインホームヘル

パーステーション

移動支援事業 サンシャインホームヘルパーステー

ション

保育所 つむぎ保育園

公益を目的とする事業

居宅介護支援事業 サンシャインホーム ケアマネジメ

ントセンター

地域包括支援センター 武蔵村山市緑が丘地域包括支援セン

ターの受託経営
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施設・拠点等 特別養護老人ホーム ２ヵ所

短期入所生活介護 １ヵ所

通所介護 ３ヵ所

訪問介護 １ヵ所

介護予防支援事業者 １ヵ所

居宅介護支援事業者 １ヵ所

高齢者グループホーム １ヵ所

保育所 １ヶ所

平成 年 月 日

介護老人福祉施設入所にあたり、利用者及び代理人に対して本書面及び

別紙に基づいて重要な事項を説明しました。

サービス提供者

所在地 東京都武蔵村山市伊奈平４丁目１０番地の２

名 称 サンシャインホームⅡ

説明者 生活相談員 印

私は、本書面及び別紙により、サービス提供者から介護老人福祉施設に

ついての重要事項の説明を受け、同意いたしました。

ご利用者

住所

氏名 印

代理人

住所

氏名 印


